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は じ め に 

 

わたしたちは，これまでの歴史の中で，人権が尊重される社会の実現のため多くの努力

を重ねてきました。 

人権とは，人間が生まれながらに持っている自分らしく生きる権利で，誰からも侵され

ることのない固有の権利です。人権は,すべての人々が生存と自由を保障され，幸福な生

活を営むために欠かすことのできない権利です。 

人権は誰もが持っている権利で，これが侵害されたときは公の制度によって救済される

「法的な権利」でもあります。人権を守るためには，「思いやり」や「やさしさ」だけの

問題とするのではなく，差別や虐待など人権侵害を許さず，なくしていくことが必要です。 

国や自治体には，国民や住民の人権保障に向けて努力する責務があります。新潟市も市

民の人権保障を進めるため，なお一層真剣に取り組みます。一方，市民にも，自分の人権

とともに，他の人の人権についても正しく理解し，権利の行使に伴う責任を自覚し，お互

いに人権を尊重しあうことが期待されます。 

新潟市においては，これまで各分野で個別に人権問題に関する諸施策を進めてきました

が，２００６ （平成１８）年度に策定した「新・新潟市総合計画」では，「人権尊重・男

女共同参画の社会づくり」と「共生社会の推進」を目標として掲げ，「市民一人ひとりが

大切にされる市民主体のまちづくり」を宣言しました。 

また，２０００（平成１２）年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行

され，国と連携を図りつつ，地域の実情を踏まえて人権教育及び人権啓発に関する施策を

策定，実施することが地方公共団体の責務とされたことから，２００８（平成２０）年に

「新潟市人権教育・啓発推進計画」を策定しました。 

この計画は，「新・新潟市総合計画」にあわせて２０１４（平成２６）年度を目標年次

として策定していたことから，あらためて人権を取り巻く国内外の動向や社会状況の変化

に対応するための見直しを行い，新たな施策を盛り込み改訂します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未修正 
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第１章 基本的な考え方 

 

１ 人権の基本的考え方 

 

現代の民主的な市民社会における人権とは，個人の尊厳に基づく，誰からも侵されるこ

とのない固有の権利です。また,すべての人々が生存と自由を確保し，幸福を追及するた

めに等しく保障される権利です。これら基本的人権の尊重は，日本国憲法の原則となって

います。 

そのため，これが侵害されたときは，公の制度によって救済される「法的な権利」があ

ります。人権を守るためには，「思いやり」や「やさしさ」だけの問題とするのではなく，

差別や虐待など人権侵害を許さず，なくしていくことが必要です。 

 

２ 計画の位置付け 

 

本計画は，「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（以下「人権教育・啓発推進法」

という。）」に規定する地方公共団体の責務を踏まえ，新潟市の人権教育・啓発の総合的な

推進を図るための全体像を示すものです。 

また，新潟市の最上位の計画である「にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画）」が目

指す，「市民の人権と安全が確保され安心して暮らせるまち」の未来都市像の実現のため，

分野別の計画のひとつとして，人権施策を推進するうえで基本的な考え方等を示すもので

す。他の分野別計画と本計画は，人権施策の方向性を共有し，相互に有機的に連動してい

ます。 
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新潟市人権教育・啓発推進計画の体系

各分野別計画

新潟市教育ビジョン

新潟市男女共同参画行動計画

新潟市障がい者計画  ほか

１策定の背景 １庁内推進体制の充実

２新潟市の現状と課題 ２関係機関や民間団体との連携・協働

３策定の趣旨と位置づけ ３計画の評価と見直し

１「人権教育・啓発」の定義 １人権・教育啓発の推進 １女性

２計画の目的 ２相談制度の充実 ２子ども

３基本的な視点 ３高齢者

４障がい者

５同和問題

６外国籍市民等

１策定の背景 ７ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等

 （１）世界の動き　 ８新潟水俣病被害者

 （２）国内の動き ９インターネットによる人権侵害

２新潟市の現状と課題 10さまざまな人権問題

 （１）これまでの取組

 （２）市民意識調査からみる市民の人権に関わる意識 １人権・教育啓発の推進

 （３）今後の課題 　（１）市職員に対する人権教育・研修

　（２）地域社会における人権教育・啓発の推進

　（３）学校における人権教育の推進

　（４）生涯学習における人権教育・啓発の支援

　（５）民間団体における人権教育・啓発の支援

　（６）企業における人権教育・啓発の支援

２相談制度の充実

　（１）相談担当者のスキルアップと相談窓口の周知

　（２）関係機関などとのネットワーク化

　（３）救済制度の検討

にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画）

【都市像】 市民と地域が学び高め合う，安心協働都市

【政策】 「ずっと安心して暮らせるまち」

【8年後の目指す姿】 市民の人権と安全が確保され安心して暮らしています。

【施策】 市民生活での安心・安全の確保

●市民が人権を尊重され，安心して安全な生活をおくるため，犯罪や交通事故の起こりにくい環境づくりや

消防・救急体制を充実するとともに，救急医療の持続可能な提供体制づくりを推進します。また，市民の

消費生活の安定及び向上を図ります。

人権文化を育む

第１章

策定にあたって
第２章

計画の目的と

基本的な視点

第３章

人権を尊重する新

潟市に向けて

第４章

分野別人権施策

の推進

第５章

総合的かつ効果的な計

画推進に向けて

基本的な視点

（１）「思いやり・やさしさ」から「権利主体性」強調へ

（２）リーガル・リテラシー（法を理解し使いこなす力）を重視する。

（３）人権侵害を傍観せず，人権侵害された人々を力づける

（４）人権教育・啓発と救済の関連を重視する

有機的連動

新潟市人権教育・啓発推進計画
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３ 計画期間及び改訂 

本計画の期間は，２０２０（令和２）年４月から２０２５（令和７）年３月までの５年

間とします。ただし，にいがた未来ビジョンの計画最終年度である２０２２（令和４）年

度末までのまでの取組状況，又は社会状況の変化などにより，必要に応じて見直すものと

します。 

計画の見直しにあたっては，学識経験者，関係行政機関の職員，関係団体の職員，公募

による市民等を委員として構成し設置している「新潟市人権教育・啓発推進委員会」を開

催しながら進めていきます。 

 

４ 計画の目的 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市は，２００８（平成２０）年に制定した「新潟市自治基本条例」おいて「一人ひ

とりの人権が大切にされる新潟」を，「にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画）」では「市

民の人権と安全が確保され安心して暮らせるまち」を未来都市像として掲げています。 

本計画は，これらを実現するため，「人権文化」を育み，人権意識を定着させることを

目的とし，策定・改訂するものです。 

 

＊ 本計画における「人権文化」とは，人権が理念や法的基準として理解されるだけでなく，日常の

暮らしの中で人権が実現されるよう人々が行動するありさまをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“一人ひとりの人権が大切にされる新潟” 

～「人権文化」を育み，人権意識を定着させるために～ 
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第２章 策定にあたって 

 

１ 策定の背景 

（１）世界の動き 

 二度にわたる世界大戦を経て，世界における平和と安全の維持のために国際連合（※１）

が設立されました。１９４８（昭和２３）年に国際連合の総会において，人権及び基本的

自由を尊重し確保するために，すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準として，

「世界人権宣言」が採択されました。１９６６（昭和４１）年には，世界人権宣言で規定

された権利に法的な拘束力を持たせるため，「国際人権規約」が採択され発効しました。 

このほか「女子差別撤廃条約」，「児童の権利に関する条約」，「人種差別撤廃条約」，「拷

問等禁止条約」など多くの人権条約（※２）が採択され発効し，また「国際婦人年」，「国際

児童年」ほか各テーマ別に国際年を定めるなど，人権問題への国際的取り組みが行われて

きました。 

１９９４（平成６）年の国連総会において，１９９５（平成７）年から２００４（平成

１６）年までを「人権教育のための国連１０年」とすることが決議され，世界各国におけ

る人権教育の普及などの取り組みとして「人権教育のための国連１０年行動計画」が採択

されました。その後，「人権教育のための国連１０年」の終了後における取り組みをさら

に進めるため，２００４（平成１６）年に国連総会において「人権教育のための世界計画」

が決議されました。 

また，２００６（平成１８）年に障がい者の権利を保障する「障害者権利条約」，拉致

問題を含む「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」が採択され発効しまし

た。 

                       （※については「主な用語の解説」を参照） 

 

（２）国内の動き 

国は，すべての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の下，「国際人権規約」をはじ

め重要な人権条約を批准するとともに，人権が尊重される社会の形成に向けた取り組みを

進めてきました。「人権教育のための国連１０年」が決議されたことを受けて，１９９７

（平成９）年に「人権教育のための国連１０年に関する国内行動計画」を策定しました。 

我が国固有の同和問題への取り組みは戦後本格的に行われるようになり，１９６５（昭

和４０）年に同和対策審議会の答申が出され，「同和対策事業特別措置法」ほか２本の特

別措置法により各種施策が推進されました。１９９６（平成８）年には地域改善対策協議

会の意見具申を受けて，今後の具体的な方策の検討のため「人権擁護施策推進法」に基づ
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く人権擁護推進審議会が設置されました。１９９９（平成１１）年の同委員会の答申を受

けて，２０００（平成１２）年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（以下「人

権教育・啓発推進法」という。）が施行され，２００２（平成１４）年には国の「人権教

育・啓発に関する基本計画」が策定されました。同法では，地方公共団体の責務として国

と連携を図りつつ，地域の実情を踏まえ人権教育及び人権啓発に関する施策を策定，実施

することが明記されています。また，文部科学省では，人権についての知的理解を深める

とともに人権感覚を十分に身につけることを目指して，２００８（平成２０）年に「人権

教育の指導方法等の在り方について〔第三次とりまとめ〕」を公表しています。 

課題別の人権施策については，それぞれ個別法や計画の整備が進められており，近年で

は，２０１６（平成２８）年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下

「障害者差別解消法）」という。」，「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律（以下「ヘイトスピーチ解消法」という。）」，「部落差別の解消

の推進に関する法律（以下「部落差別解消法」という。）」が施行されています。 

新潟県においては，「人権教育・啓発推進法」において規定にされた人権教育及び啓発

にかかる施策の策定とその実施についての地方公共団体の責務に基づき，県が取り組むべ

き施策の方向を明らかにし，総合的な取り組みを推進するため２００４（平成１６）年に

「新潟県人権教育・啓発推進基本指針」を策定し，また，２０１０（平成２２）年には学

校教育及び社会教育における人権教育の一層の推進と充実を図る「新潟県人権教育基本方

針」を策定しました。 

 

２ 新潟市の現状と課題   

（１）これまでの取り組み 

新潟市では，１９７５ （昭和５０） 年の「国際婦人年」を契機として多様な女性団体・

グループが，女性問題の調査研究・解決へ向けた活動を展開するようになり，１９８５ （昭

和６０） 年には「第１回にいがた女性大会」が開催されました。１９８７ （昭和６２） 

年に女性行政担当組織として「婦人政策室」を設置し，あらゆる場において女性問題を解

決し男女が共につくる社会の実現をめざす「新潟市女性行動計画」を策定，１９９１（平

成３）年には市民とともに男女共同参画を推進するための施設として「女性センター」を

設置しました。２００１（平成１３）年には「新潟市男女共同参画行動計画」を策定し，

２００５（平成１７）年には「新潟市男女共同参画推進条例」を制定し，男女の性差別や

固定化された性別役割分担意識の撤廃など男女共同参画社会の実現を目指しています。 

 同和問題については，１９８５ （昭和６０） 年の市立高校の教師による差別発言を契

機に教職員の同和研修などに努めてきたほか，１９９３（平成５）年に庁内関係課で構成

する「新潟市同和対策連絡調整会議」を設置し，「新潟市同和対策基本方針」を定めて職

員研修や同和教育研修の推進，人権・同和問題への市民意識の啓発に努めています。 

 それらの中，新潟市では２００６（平成１８）年に「新・新潟市総合計画」を策定，「人
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権尊重・男女共同参画の社会づくり」と「共生社会の推進」を目標に掲げ，「市民一人ひ

とりが大切にされる市民主体のまちづくり」を宣言しています。２００７（平成１９）年

の政令指定都市移行を経て，２００８（平成２０）年に新潟市自治基本条例を制定し，「市

民一人ひとりの人権が大切にされるまち」を宣言しました。また，同年，これまでの施策

を尊重しながら総合的で，実効性のある人権施策を推進するため，「新潟市人権教育・啓

発推進計画」を策定しました。２０１５（平成２７）年には，新潟市の新たな総合計画で

ある「にいがた未来ビジョン」を策定し，「市民の人権と安全が確保され安心して暮らせ

るまち」を目指すこととしました。同年，本計画策定後の人権を取り巻く国内外の動向や

社会状況の変化に対応し，かつ「にいがた未来ビジョン」の方向性に合わせて，本計画の

改訂を行っています。 

 

（２）市民意識調査からみる市民の人権に関わる意識 

ア 調査の経緯 

新潟市では，すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指して，さまざまな施策を

進めていますが，今なお，人権侵害や差別による問題などが存在しています。そこで，今

後の人権に関する施策を推進していくうえでの参考とするため，「新潟市人権に関する市

民意識調査（以下「市民意識調査」という。）」を行いました。 

これまでは，２００６（平成１８）年に「市民意識調査」（以下「平成１８年調査」と

いう。）を初めて実施し，２００８（平成２０）年に「新潟市人権教育・啓発推進計画」

を策定しました。また，本計画の見直しにあたり，２０１３（平成２５）年にあらためて

「市民意識調査」（以下「平成２５年調査」という。）を実施し，２０１５（平成２７）年

に同計画を改訂しました。 

今回本計画の２回目の見直しにあたり，２０１８（平成３０）年にあらためて「市民意

識調査」（以下「平成３０年調査」という。）を実施しました。 

 

イ 意識調査の方法 

新潟市内の満１８歳以上の無作為に抽出した３,０００人に対して郵送によるアンケー

ト調査を実施しました。回収件数は１，４７８件で，回収率は４９．３％でした。 

 

ウ 人権全般についての調査結果の要約 

① 人権に対する関心 

「あなたは，『人権』にどの程度，関心を持っていますか」という問いに「かなり関心

がある」，「少し関心がある」と回答した人は，６４．１％でしたが，平成２５年及び平成

１８年調査から減る傾向がみられます。 

 

図１（平成２５年調査，平成１８年調査との比較）を挿入 
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② 「人権」という言葉のイメージ 

「人権」という言葉から何をイメージするかを聞いたところ，５６．９％の人が「差別」

を挙げており，人権問題を差別問題と捉えている人が多いことが示されました。次いで「憲

法」（４４．８％），「法律」（２７．４％）の順でした。 

平成２５年及び平成１８年調査と比較して，回答傾向に大きな差異は見られませんでし

た「差別」，「憲法」，「いじめ」が増加傾向にあります。 

 

図２（平成２５年調査，平成１８年調査との比較）を挿入 

 

23.3

21.7

45.3

43.9

21.6

22.4

8.8

10.3

1.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（H18）

全体

（H25）

かなり関心がある 少し関心がある どちらともいえない

あまり関心がない まったく関心がない

人権に対する関心 
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※「ｎ=」は回答者数 

 

③ 日本の社会における人権意識 

 「今の日本は人権が守られている社会だと思うか」との質問に対しては，「守られてい

る」の回答が平成２５年調査に比べ，９．３ポイント減少し，４９．７％となりましたが，

「守られていない」の回答は３１．２％で，平成２５年調査とほぼ同じでした。「わから

ない」の回答が平成２５年調査に比べ９．５ポイント増加の１９．０％となり，関心の低

い層が増えています。 

 

 

図３（平成２５年及び平成１８年調査との比較）を挿入 

 

 

 

52.8
50.6

39.8
33.5

38.9
39.6

22.4
24.5

18.8
17.4

15.2
17.0

12.0
10.7

10.8
13.9

8.6
10.0

8.4
8.6

7.6
7.4

5.9
4.5

5.6
5.7

5.2
6.1

4.1
3.9

3.2
3.4

2.5
1.4

1.7
2.2

3.4
3.2

1.5
1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

差別(H25)
〃 (H18)

憲法(H25)
〃 (H18)

法律(H25)
〃 (H18)

社会的弱者(H25)
〃 (H18)

いじめ(H25)
〃 (H18)

福祉(H25)
〃 (H18)

固い(H25)
〃 (H18)

報道機関(H25)
〃 (H18)

行政(H25)
〃 (H18)

裁判所(H25)
〃 (H18)

誠実(H25)
〃 (H18)

戦争(H25)
〃 (H18)

警察(H25)
〃 (H18)

弁護士(H25)
〃 (H18)

優しい(H25)
〃 (H18)

まじめ(H25)
〃 (H18)

条約(H25)
〃 (H18)

面倒(H25)
〃 (H18)

その他(H25)
〃 (H18)

特に思い浮かばない(H25)
〃 (H18)

ｎ=1438図2 人権という言葉のイメージ人権という言葉のイメージ 

日本の社会における人権意識 
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④ 人権侵害を受けた経験 

自分の人権が侵害されたと思った経験のある人は３２．１％と平成２５年及び平成１８

年調査より増えています。 

 

図４－１（平成２５年及び平成１８年調査との比較）を挿入 

 

 

 

3.7

2.2

55.3

45.0

25.2

36.1

6.3

10.0

9.5

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（H25）

全体

（H18）

よく守られている だいたい守られている

あまり守られていない 守られていない

わからない

28.2

31.3

71.8

68.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（H25）

全体

（H18）

ある ない

人権侵害を受けた経験 
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※「ｎ=」は回答者数 

 

 

53.5

48.0

37.7

6.1

30.0

18.5

27.1

22.7

22.0

13.2

11.1

41.2

10.6

41.2

9.0

9.8

4.7

57.5

1.0

29.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

不当な扱い、待遇(H25)

〃 (H18)

ストーカー行為(H25)

〃 (H18)

本来義務のないことを

やらされた、権利の行使を妨害された(H25)

〃 (H18)

差別待遇(人種・信条・社会的身分等により、

不平等又は不利益な取り扱いをされた)(H25)

〃 (H18)

セクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)(H25)

〃 (H18)

名誉・信用き損、侮辱(H25)

〃 (H18)

仲間はずれ、嫌がらせ(H25)

〃 (H18)

虐待(H25)

〃 (H18)

あらぬ噂、悪口、かげ口(H25)

〃 (H18)

プライバシーの侵害(H25)

〃 (H18)

ｎ=387図4-2 人権侵害をうけた内容
人権侵害を受けた内容 
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※「ｎ=」は回答者数 

 

⑤ 関心のある人権問題 

関心のある人権問題は，「障がい者」（５５．２％），「子ども」（４７．９％），「女性」（３

９．６％），「高齢者」（４０．６％），「インターネットをめぐる人権問題」（３９．７％），

「公権力によるもの」（３０．１％），「犯罪被害者やその家族」（２７．３％），「拉致被害

者とその家族」（２６．３％），「ＬＧＢＴ等性的少数者」（１８．０％）に関するものが上

位でした。 

平成２５年調査と比較すると，「障がい者」，「子ども」，「女性」，「ＬＧＢＴ等性的少数

者」に対する人権問題の回答が大幅に増えました。 

 

図６（平成２５年及び平成１８年調査との比較）を挿入 

 

 

51.3
41.5

11.8
19.0

6.7
9.3

6.2
5.4

6.0
8.3

4.4
4.5

4.0
2.8

0.9
0.9

0.8
0.8

1.6
1.4

6.2
6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

身近な人に相談する(H25)
〃 (H18)

相手に抗議する(H25)
〃 (H18)

誰にも相談せず我慢する(H25)
〃 (H18)

新潟県や新潟市に相談する(H25)
〃 (H18)

法務局又は人権擁護委員に相談する(H25)
〃 (H18)

弁護士に相談する(H25)
〃 (H18)

警察に相談する(H25)
〃 (H18)

有力者に相談する(H25)
〃 (H18)

NPOなどの民間団体に相談する(H25)
〃 (H18)

その他(H25)
〃 (H18)

わからない(H25)
〃 (H18)

ｎ=1409図5 人権侵害をうけた場合の対応
人権侵害を受けた場合の対応 

関心のある人権問題 
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※「ｎ=」は回答者数 

 

⑥ 人権に関する啓発活動について 

人権問題に関する知識や情報の取得源は「テレビ・ラジオ」（５６．２％），「新聞」（４

８．５％）で，マスメディアによる知識や情報の取得割合が高くなっています。 

次に「学校における授業」（１７．２％），「インターネット」（１６．４％），「講演会・

研修会」（１２．６％），「『市報にいがた』などの広報紙」（１２．５％），「本」（１２．４％）

の順でした。  

新設した選択肢の「インターネット」以外は，平成２５年調査とほぼ同じでした。 

また，人権問題に関する講演会等への参加については６９．１％が参加経験なしの回答

でした。 

 

図９（平成２５年及び平成１８年調査との比較）と図１０を挿入 

 

47.7
48.0

43.2
43.0

39.9
21.7

39.6
38.3

37.3
40.3

31.4
35.8

27.1
34.7

24.2
30.2

13.2
12.8

12.7
14.0

11.8
10.4

11.8
9.3

10.9
17.2

10.8
14.9

9.7
8.1

9.1
12.0

6.5
5.6

1.5
2.4

6.3
5.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

障がい者に対する人権侵(H25)
〃 (H18)

子どもに対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

インターネット上での人権侵害(H25)
〃 (H18)

女性に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

高齢者に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

公権力による人権侵害(H25)
〃 (H18)

犯罪被害者やその家族に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

拉致被害者とその家族に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

同和地区(被差別部落)出身者に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

ホームレス(路上生活)状態にある人に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

刑を終えて出所した人に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

新潟水俣病患者等に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

ハンセン病患者・元患者に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

HIV感染者等に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

同性愛者や性同一性障害者などに対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

外国籍住民に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

アイヌの人々に対する人権侵害(H25)
〃 (H18)

その他(H25)
〃 (H18)

特にない(H25)
〃 (H18)

ｎ=1437図6 関心のある人権問題

人権に関する知識や情報の取得源 
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※「ｎ=」は回答者数 

 

（３）今後の課題 

新潟市は，これまで人権に関する職員研修や学校教育，社会教育，市民への啓発，各分

野における施策を展開し，職員や市民の人権問題に対する理解と認識が深まるよう努めて

きました。 

しかしながら，平成３０年調査では「人権侵害を受けたことがある」と回答した人が平

成２５年調査より増加し，「今の日本は人権が守られていない社会だ」と回答した人が平

成２５年調査より減少しています。また，「人権に対する関心」がある人は６割を超えて

いますが，平成２５年及び平成１８年調査より減少しています。 

また，「人権という言葉のイメージ」は，「差別」と回答した人が最も多く（５６．９％），

平成２５年及び平成１８年調査と比較しても増加傾向にあり，今後の人権意識の向上のた

めには「差別」の解消が課題と考えられます。 

急激な少子高齢化，ドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」という。），児童や高

55.4
64.7

48.3
53.8

19.2
16.6

14.8
15.7

13.0
11.1

12.9
13.4

7.2
8.5

7.0
5.7

5.7
5.9

4.0
3.0

2.8
1.9

1.1
0.8

1.0
1.7

0.4
0.3

3.0
1.8

10.5
8.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

テレビ・ラジオ(H25)
〃 (H18)

新聞(H25)
〃 (H18)

学校における授業(H25)
〃 (H18)

本(H25)
〃(H18)

講演会、研修会(H25)
〃 (H18)

「市報にいがた」などの広報紙(H25)
〃 (H18)

映画・ビデオ(H25)
〃 (H18)

ポスター(H25)
〃 (H18)

パンフレットなどの資料(H25)
〃 (H18)

キャンペーン等のイベント(H25)
〃 (H18)

NPOなどの民間団体(H25)
〃 (H18)

市のホームページ(H25)
〃 (H18)

「にいがた市民大学」や公民館事業(H25)
〃 (H18)

弁護士会(H25)
〃 (H18)

その他(H25)
〃 (H18)

特にない(H25)
〃 (H18)

ｎ=1421図31 人権に関する知識や情報の取得源

人権問題に関する講演会等への参加 
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齢者の虐待，インターネットの普及など，社会情勢の変化の中で，身近な人権侵害が表面

化し，人権問題はより一層複雑化・多様化しています。また，社会構造の大きな変化によ

る格差社会の拡がりは，さまざまな人権侵害の背景にある貧困の問題が深刻化する結果と

なっており，個々の人権問題が複合的な困難を抱えている状況になっています。 

新潟市の施策を進めるにあたっては，今後もあらゆる計画や施策を人権尊重の視点を持

って推進するとともに，人権への関心の喚起と，人権施策の体系的・総合的な取り組みを

続けていくことが課題となっています。 
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 第３章 人権教育・啓発の推進に関する基本方針 

 

１ 基本的あり方 

新潟市の人権教育・啓発は，計画の目標である「一人ひとりの人権が大切にされる新潟」

を目指して，「日本国憲法」や「教育基本法」等の国内法，条例や新潟市総合計画等に即

して推進します。 

その基本的あり方として，人権教育・啓発推進法が規定する定義（第２条）及び基本理

念（第３条）等を踏まえ，次の点をあげることができます。 

 

人権教育・啓発推進法 

＜定義＞ 

人権教育・・・人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動 

人権啓発・・・国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の

理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育

を除く。） 

＜基本理念＞ 

国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域そ

の他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する

理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法

の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなけれ

ばならない。 

 

（１）学校，地域，家庭，職域等の連携・協働と多様な機会の提供 

人権教育・啓発にかかわる活動を行っている学校，地域，家庭，職域，行政等は，そ

の担うべき役割を踏まえたうえで，相互に連携・協働しながら推進していく必要があり

ます。 

また，今日の人権問題が複雑・多様化する傾向がある中では，多様な教育・啓発の機

会を提供し，効果的に推進していく必要があります。 

（２）発達段階を踏まえた効果的な手法 

人権教育・啓発は，幼児から高齢者に至るまで幅広い年齢層を対象とするため，その

活動を効果的に推進していくためには，人権教育・啓発の対象者の発達段階を踏まえ実

施する必要があります。 

（３）市民の自主性の尊重と教育・啓発における中立性の確保 

人権教育・啓発は，市民一人ひとりの人権に関する意識や内面のあり方に密接にかか

わる問題でもあることから，その自主性を尊重し，押し付けにならないよう，また，異

なる意見に対する寛容の精神に立って，自由な意見交換ができる環境づくりに努める必
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要があります。 

このような点を踏まえ，行政が行う人権教育・啓発は，主体性や中立性を確保しなけれ

ばなりません。 

 

２ 基本的な視点 

 これまでの人権教育・啓発は，一人ひとりが個人の尊厳を自覚し，人権意識を向上させ

れば，おのずと人権侵害や差別はなくなり，人権が尊重される社会が実現するという前提

で進められてきました。しかし，社会情勢や社会構造の大きな変化により，人権問題は一

層複雑化・多様化しており，「市民意識調査」の結果からも，新潟市でもさまざまな人権

侵害や差別事象が起き続けていることが分かります。 

 これからも人権意識の向上に向けた教育・啓発は重要ですが，加えて，個人や集団がそ

の置かれた状況に気づき，問題を自覚し，自らの生活の調整や改善を図る力を培うことが

必要です。 

 また，人権侵害をする人やされる人を生まず，人権侵害が起きた場合でもこれを傍観せ

ず，社会的な問題として地域と行政が一体となって取り組み，人権侵害された人を力づけ

るまちづくりが重要となります。 

 これらの趣旨にそって，人権教育・啓発施策については，次の４つを基本的な視点とし

ながら推進します。 

《「思いやり・やさしさ」から「権利主体性」強調へ》 

《リーガル・リテラシー（※６）（法を理解し使いこなす力）を重視する》 

《人権侵害を傍観せず，人権侵害された人々を力づける》 

《人権教育・啓発と人権相談・救済との関連を重視する》 

 

（１）「思いやり・やさしさ」から「権利主体性」強調へ 

人権は，個人の尊厳に基づき，生存と自由を確保し，幸福を追求するために必要不可欠

な権利として憲法によって保障され，条約，法令，判例などを含む社会の共通ルールであ

る「法」によって具体的に守られています。そのため，人権が侵害されたとき，国・自治

体による人権相談・救済や裁判を活用して，人権の実現や失われた人権の回復を主張でき

るのです。この主張は権利の主体（権利の持ち主）として行う正当なもので，「特異で利

己的な自己主張」や「わがまま」ではありません。 

これまでの人権教育・啓発では，人権侵害を受けた人々は「助けなければならない，か

わいそうな人」であり，こうした人々を生まないため，他者への「思いやり」や「やさし

さ」が強調されてきました。この視点はもちろん重要です。そのうえで，今後の人権教育・

啓発では，誰もが法制度や規範に基づく権利主体としての人権が保障されることを強調す

る必要があります。 
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（２）リーガル・リテラシー（法を理解し使いこなす力）を重視する 

権利の主体として人権の法や制度を使いこなすことで私たちの人権は実際に守られ，そ

の積み重ねによって人権の法や制度は実質化します。こうした権利について広く伝え，学

ぶ機会を確保し，市民が自分の権利について認識し，めざめ，そして行動していける環境

づくりが重要です。 

 このため，本計画では，一人ひとりの市民が，年齢に関わりなく，リーガル・リテラシ

ー（法を理解し使いこなす力）を向上させるという視点を重視します。自分にどんな権利

があるかについて法や制度の存在を知り，その権利を行使するためどのように手続きすれ

ばよいか理解し使いこなす能力を身につけることで，はじめて自分の人権を守り，実現で

きるからです。子ども，高齢者，障がい者，ＤＶ被害者など，人権の法や制度に関する情

報を入手しにくい人々にとって，リーガル・リテラシーはなくてはならないものといえま

す。 

 

（３）人権侵害を傍観せず，人権侵害された人々を力づける 

 多くの人々にとって人権侵害は他人事で，自分には直接関わりないと思われていること

が少なくありません。このことは「市民意識調査」からも推測されます。 

 しかし，人権侵害はその対象となった人の問題であると同時に，社会の問題でもありま

す。人権侵害が起きた場合，その対象となった人々を傍観せず，勇気づけ，人権相談の手

だてを紹介するなど，人権問題の解決と根絶に向けて共に考え，行動する地域社会を目指

します。 

 

（４）人権教育・啓発と人権相談・救済との関連を重視する 

 今まで，人権教育・啓発と人権相談・救済は別個のものと見なされてきました。しかし，

権利主体性を重視する人権教育・啓発にあっては，すべての人々のリーガル・リテラシー

の向上を重視します。人権が侵害されたとき，どこに行けば人権相談に応じてもらえるか,

どのような救済手段が利用可能か，そのための手続きはどうすれば良いのかなどは,人権

救済にとってとても重要な情報です。こうした情報を通じて，自分の人権が法や制度によ

って保障されていることをより深く認識することにより，人権侵害された場合の対応に備

えることができます。 

 このように，人権教育・啓発と人権相談・救済は本質的に深く関わっているという視点

を重視します。 
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第４章 人権施策の方向 

 

１ 様々な場・機会における人権教育・啓発の推進等 

 

（１）市職員に対する人権教育・研修 

すべての市職員は，日本国憲法の基本理念の一つである基本的人権の理念を尊重し，日

常の業務において，また施策の企画・立案，実施，評価にいたる全施策過程を通じて業務

を遂行することが求められています。このため，職員が業務遂行のあらゆる場面で，人権

について自ら考え，行動できるようにするための研修を行うことが必要です。 

新潟市では，新任者から管理職まで年齢や役職に応じた研修を行っていますが，その中

で人権尊重の理念にもとづき，上記の趣旨を踏まえた実践的な人権研修を必須事項として

実施しています。そのほか，新潟県人権・同和センターが開催している人権・同和教育啓

発推進講座や各分野の研修会，各種講座に参加しています。 

新潟市は，研修などの機会を十分に活用して，市行政とすべての職員の間に「人権文化」

が根付くように努力します。また，個人情報を適正に取り扱うために，研修などを通して，

個人情報保護について周知徹底を図ります。そして，その研修内容を具体的に職務遂行の

中で十分に活かすことが必要なことから，人権理念だけでなく職務遂行との関連を重視し

て研修を行います。 

職員の業務は，市民の生活・健康・安全・生命・財産を守る職種があり，より高い人権

意識が求められています。人権に関わりの深い教育関係職員や医療・福祉関係職員，消防

職員，戸籍・住民基本台帳関係職員等への人権研修を充実するとともに，講演会やセミナ

ーへの積極的な参加などさまざまな機会をとらえて教育・啓発に努めます。 

また，人権問題につながる情報を日頃から職員向け電子掲示板に載せるなど職員啓発を

行います。 

「市役所の業務はすべて人権に結びつくこと」，「市の保有する個人情報の漏洩は人権侵

害につながること」などを常に認識して各種行政業務を遂行するとともに，日常の業務を

人権尊重の視点でとらえなおして工夫や改善に努めます。 

 

（２）地域社会における人権教育・啓発の推進 

新潟市に住む人々の日常生活の中に「人権文化」を根付かせ，人間の尊厳が尊重される

地域社会を実現するため，あらゆる市民が暮らしの中にある身近な人権問題を理解して，

家庭や学校，職場，地域において人権尊重の意識を育み，人権意識に根ざした日常行動が

自然にできるような人権教育・啓発を進めていく必要があります。 

このため，人権に関するイベントの市報やホームページへの掲載，啓発ポスターの掲示

や啓発冊子の配布，人権講演会の開催などの啓発機会をいっそう充実させ，女性や子ども，

高齢者など個別分野における人権問題はもとより，インターネットによる人権侵害など新
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しい人権問題も広く広報し，市民の間に「人権文化」を育み，定着させるよう努めます。 

 

（３）学校における人権教育の推進 

学校教育では，確かな学力と豊かな人間性，たくましく生きるための健康・体力など「生

きる力」を備えた子どもの育成が求められています。  

そのため，一人ひとりの子どもが，自他の生命を尊重する心，立場や文化の違う人たち

とも協調し他を思いやる心，美しいものや自然に感動する心など豊かな心の育成を図るた

め，副読本「生きる」シリーズ，「子どもの権利条約」パンフレット，「男女平等教育」パ

ンフレット等を活用した教育を進めています。 

しかし，学校における多様ないじめ問題，家庭内の児童虐待，社会における差別などの

さまざまな人権問題が発生していることから，学校教育において，さらなる人権教育が必

要となっています。 

今後も一層，これまでの取り組みの充実と推進を図るとともに，副読本やパンフレット

などの活用により小学生，中学生，高校生の各学年に応じた指導内容や指導方法の充実，

指導の系統化を図るための校種間の連携に努めていきます。また，さまざまな問題に悩ん

でいる児童生徒に寄り添い，教師が深く関わりながら解決に向けた取り組みを推進します。 

学校における人権教育では，子どもが自分の意見を発表し，他の子どもとともに，自分

の考えで行動できる主体となるという側面を重視します。 

さらに，学校において児童生徒，教職員の間に「人権文化」を育み，定着させるため，

一人ひとりが人権を持っていて，社会のルールである法で守られていることを児童生徒に

伝え，児童生徒間にいじめや差別などの人権侵害が生じた場合に，これを傍観せず，皆の

問題としてとらえるように指導し,児童生徒や保護者に学校外の人権相談窓口も知らせる

取り組みを実施します。 

また,児童生徒は日々，家庭・学校・地域で過ごしており，学校だけでは解決できない

問題も多く，人権教育は学校と家庭，地域とともに進めることが必要なことから，家庭や

地域社会と連携した取り組みを進めていきます。 

就学前の乳幼児期は人格形成の基礎が培われる極めて重要な時期であり，そして人権尊

重の精神を育むことにとって欠かすことができない重要な時期でもあることから，保護者

をはじめ幼稚園・保育園等の関係職員への人権意識の高揚を図ることが大切です。 

学校関係職員の研修では，学校長・園長等の研修会を開催することにより人権感覚を磨

き，学校における望ましい人権教育，同和教育のあり方を考える機会とするとともに,外

部の専門家や講師を招いた校内研修会などを開催し，教職員の人権意識を高めるとともに

指導力の向上を図ります。 

 

（４）生涯学習における人権教育・啓発の支援 

新潟市では，これまで公民館による人権について考える講座や講演会を開催するなど，
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市民の人権意識の啓発に努めてきました。 

平成３０年調査では，人権に対し「少し関心がある」，「かなり関心がある」の合計が６

割を超えているという結果が示され，市民の間に人権意識が浸透しつつあります。日常生

活の中で市民一人ひとりの人権が尊重され，偏見や差別を生み出さない社会を実現するた

めに，今後も市民が自ら人権について学ぶ機会の提供や支援をすることが重要となります。 

そのため，人権にかかる講座や講演会の開催，啓発ビデオ貸出しの紹介，人権学習のた

めの場の提供，学習教材の提供，講師の紹介や派遣などを行い，引き続き地域に密着した

人権教育・啓発活動を進めます。 

 

（５）民間団体における人権教育・啓発の支援 

 市内には趣味のサークルや町内会，非営利団体等，特定の共同目的を達成するための民

間団体が多く活動していますが，このなかには福祉関係をはじめとする人権に関係するＮ

ＧＯ/ＮＰＯの活動もあります。 

 これらの民間団体の目的はそれぞれ異なりますが，各団体は独自の活動のなかで人権問

題解決に向けて自主的な取り組みをするなど，市民主体の人権活動として重要な役割を担

っています。 

 今後は，このような民間団体の自主的な人権尊重への活動が，さらに充実されるよう情

報の提供や情報交換の場の設定，教材の提供，講師の紹介や派遣などを行い，一人ひとり

の人権が尊重され，「人権文化」を育み，定着される地域社会に向けて，市民と行政との

協働による人権尊重のまちづくりに努めます。 

 

（６）企業における人権教育・啓発の支援 

企業は，公正採用の実施，適正な雇用管理，安全で働きやすい環境の確保をはじめ，男

女共同参画社会の実現，少子高齢化社会への対応，環境への配慮などさまざまな社会的役

割を担っており，社会を構成する｢企業市民｣としての社会的責任を果たしていくことが求

められています。 

 我が国では，憲法においてすべての国民に職業選択の自由が基本的人権の一つとして保

障され，就職の機会均等が保障されています。就職の機会均等とは，誰でも自由に自分の

適性や能力に応じて職業を選択することができるということですが，そのためには雇用す

る側において公正な採用選考が実施され，採用後においても適切な人事管理が行われなけ

ればなりません。企業には，採用方針や採用基準，採否の決定など採用の自由が認められ

ていますが，多くの人に働く場を提供する雇用主として，また，機会均等の確保を図る当

事者として，女性，高齢者，障がい者，外国籍市民などの立場を十分に理解し，基本的人

権を尊重した対応が求められます。 

 新潟市では，市民意識調査結果なども踏まえ，企業において応募者の適性・能力のみを

基準として行う公正採用の実施，適切な雇用管理，働きやすい職場環境の整備などが図ら
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れるよう，国・県等の行政機関と連携して法制度の周知や人権尊重の啓発を推進しつつ，

企業の主体的な取り組みを支援していきます。 

 

２ 人権救済のための相談制度の充実等 

 

社会情勢や社会構造の変化により，人権問題は複雑化・多様化していることを受け，市

民意識調査の結果から，高齢者や障がいのある人，子どもなど，弱い立場にある人への人

権侵害や女性に対するＤＶ，ハラスメントなど，深刻な人権問題が日常的に起こっている

ことが分かります。 

そのため，人権教育・啓発とともに，個別の人権侵害の被害者への相談制度の充実が求

められています。  

 新潟市では，人権問題をはじめとする総合的相談窓口として１９５９ （昭和３４）年

から心配ごと相談，１９７０（昭和４５）年からは弁護士による無料法律相談，２００９

（平成２１）年からは人権擁護委員による市役所等市の施設を会場にした特設人権相談な

どを開設してきました。 

一方で，相談内容がいじめやＤＶなど人権問題を含み複合化，複雑化していることから，

次の観点で引き続き，相談制度の充実を図っていきます。 

 

（１）相談窓口の周知 

市民が人権問題について悩みを抱えた場合，どこに相談すればよいかという問題に直面

します。その場合に適切な相談ができるよう，相談窓口の周知を図ります。 

 

（２）各種相談に対応できる相談体制の充実 

 市民からの人権相談は，複雑化・多様化しているため，様々な分野の相談に対応できる

相談体制の充実を図ります。 

 市民からの相談に対しては，庁内相談窓口の情報共有・連携により適切に対応できるよ

う，また，必要に応じて，各分野の専門相談窓口，法務局や弁護士会，警察等関係機関の

相談窓口へ導くことができるよう，相談担当者の資質向上に努めます。 

 

（３）関係機関等との連携 

人権課題への対応については，自治体だけでは解決できない課題が多いことや，相談窓

口を広く周知する必要があることから，関係機関，ＮＧＯ/ＮＰＯや関係団体などとの連

携に努めます。 

 

（４）救済制度の検討 

人権侵害に関わる被害者の法的救済については，国の法整備の状況を検証しながら，市
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民の人権侵害に対しての相談や救済の申立てを受けて調査や相談，支援，市への是正勧告

などを行う人権オンブズパーソン（※９）制度など救済につながる仕組みについても検討し

ます。 
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第５章 分野別人権施策の推進 

 

１ 女性 

＜現状＞ 

現在も女性は女性であることを理由に差別や不平等，不利益なことが多くあります。そ

の根底には固定的性別役割分担意識があり，それが女性の生きづらさにつながっています。 

１９８５（昭和６０）年に我が国も批准した「女子差別撤廃条約」では「（男女の）区

別は差別である」と明確に規定し，「社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役

割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要である」としています。    

また，１９９５（平成７）年の第４回世界女性会議を契機に，ＤＶや性暴力等の「女性

への暴力」が女性への重大な人権侵害であることが確認され，その根絶に向けた動きが世

界的な潮流となっています。 

我が国では，これまでに「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（男女雇用機会均等法）」，「男女共同参画社会基本法」，そして２０１５（平成２

７）年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が施

行されています。また，女性に対する暴力に関しては，「配偶者からの暴力防止及び被害

者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」が制定され，女性に対するあらゆる暴力の根絶

に向けた様々な立法的な措置が講じられています。 

新潟市では，１９８３（昭和５８）年に婦人問題総合窓口を設置して以来，市民参画の

もと男女平等に関する取り組みを進めてきました。そして，２００５（平成１７）年に「男

女の人権の尊重」，「社会制度・慣行についての配慮」，「政策や方針決定の場への男女共同

参画」，「家庭生活と社会生活の両立」，「男女の健康と権利」，「国際協調」を基本理念とし

た「新潟市男女共同参画推進条例」を制定し，条例に基づく行動計画により，男女共同参

画施策を総合的，計画的に推進しています。また，２０１１（平成２３）年には「新潟市

配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画」を策定し，翌年，配偶者暴力相談支援セ

ンターを開設するなど，ＤＶに関する相談から保護・自立まで切れ目のない総合的な支援

を実施してきました。さらに，２０１８（平成３０）年には，女性活躍推進法に基づく「新

潟市女性活躍推進計画」を策定しています。 

平成３０年調査では，「女性に対する人権侵害だと思うこと」に対し，平成２５年調査

と同様に「職場における男女の待遇の違い」の回答が５割を占めるとともに，次いで「男

女の固定的な性別役割分担意識を押し付ける」の回答が４割となっていることから，依然

として性別役割意識が根強くあることがうかがえます。また，「セクシュアル・ハラスメ

ントや性暴力の被害者になること」の回答が４割と，平成２５年調査比大幅増となってい

ます。また，「女性の人権を守るために必要なこと」の設問では，「仕事と家事や育児・介

護などを両立できる環境の充実」を挙げる人が６割で他の回答を大きく引き離しています。 

＜課題＞ 
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男女の人権の尊重と男女共同参画については理解が進む一方，職場をはじめとした様々

な場面において，固定的性別役割分担意識に起因する多くの問題が発生し，社会問題にも

なっています。特に，女性差別，ＤＶ，職場等におけるセクシュアル・ハラスメントなど

女性をめぐる様々な人権問題の解消は大きな課題となっています。 

また，国による働き方改革が進められる中，男女が共に働きやすい職場環境の整備に向

けて，ワーク・ライフ・バランスの意識醸成や啓発をより一層進める必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

引き続き職場や家庭，地域などあらゆる場で男女が互いに人権を尊重し，一人ひとりが

生き生きと個性や能力を発揮できる社会の実現を目指し，男女共同参画推進センター「ア

ルザにいがた」を拠点に，講座の開催や情報の収集･提供，また情報紙による啓発活動に

取り組むほか，「女性がいきいきと働けるまち」を目指し，環境の整備と支援を進めてい

きます。 

また，増加するＤＶ相談には各種相談機関が連携し適切な自立支援を行うほか，早期に

適切な支援が受けられるようＤＶ相談窓口の周知を図ります。加えて，ＤＶやデートＤＶ

を未然に防ぐため、これらが重大な人権侵害であることについての若年層への啓発をより

一層充実させ，ＤＶを容認しない社会づくりを推進します。 
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２ 子ども 

＜現状＞ 

「児童の権利に関する条約」は，１９８９ （平成元） 年に国連において採択され，我

が国は１９９４ （平成６） 年にこれを批准しました。しかし，核家族化や少子化による

家族規模の縮小，地域のつながりの希薄化による子育て家庭の孤立感の増大や経済的困窮

等を背景に，児童虐待の相談件数が全国的に増加しているほか，いじめ，不登校等が社会

問題化するなど，子どもを取り巻く環境は一層厳しいものになっています。 

２０１６（平成２８）年に「児童福祉法」が改正され，子どもが権利の主体であること

が明確になるとともに，児童虐待の予防と発生時の迅速・的確な対応，家庭的養護の促進

の方向性が示されました。 

子どもは一人ひとりがかけがえのない価値と尊厳をもった人間であり，子どもにとって

権利とは，人間としての尊厳をもって自己実現し，自分らしく生きていくために必要不可

49.5

43.5

27.6

21.9

17.1

15.5

11.1

9.9

0.6

8.1

6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
就職時の採用条件、仕事の内容、昇給昇進にお

ける男女差など、職場における男女の待遇の違い

「男は仕事、女は家庭」「女だから○○すべき」

といった男女の固定的や役割分担意識を…

職場や地域、学校などにおけるセクシュアル・

ハラスメント(性的いやがらせ)や性暴力の…

夫や恋人など親しい関係にある男性から女性に

対する暴力(なぐる、暴言、行動を監視するなど)

妊娠や出産、不妊などについて干渉されること

テレビ、ビデオ、雑誌、インター

ネットなどによるわいせつ情報

職場や地域、家庭などでの意思や

方針決定の場へ参画させられないこと

売春・買春(いわゆる「援助交際」を含む)

その他

特にない

わからない

ｎ=1429

※「ｎ=」は回答者数 

 

女性に対する人権侵害だと思うこと【今回調査】 
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欠なものです。子どもはその権利が保障されるなかで，豊かな子ども期を経て成長するこ

とができると考えられます。また，子ども自身が権利について学ぶことや行使することを

通じて，子どもは権利についての認識を深め，権利を実現する力や他の者の権利を尊重す

る力を身につけることができるといえます。 

新潟市では，人権教育の中で子どもの権利について考え，理解を深めるため，「児童の

権利に関する条約」のパンフレットを活用した教育を実践しています。 

平成３０年調査では，「日本の社会には，人権に関わる課題がいろいろありますが，あな

たは，どの人権に関心がありますか」に対し，「子どもの人権」との回答が５割となり，

市民の関心の高さがあらわれています。また，「子どもに対する人権侵害だと思うこと」

に対し，「子ども同士の暴力，仲間はずれ，無視などのいじめ」，「親・同居者・親族に

よる虐待」の回答がそれぞれ５割，「親・同居者のしつけと称する体罰」の回答が４割，

「いじめを見て見ぬふりをする」の回答が３割となっています。「子どもの人権を守るた

めに必要なこと」に対しては，平成２５年調査と比べると，「予防・解決・救済策の充実」

や「相談・支援体制の充実」の回答率が増加して，それぞれ４割前後となり，「他人への

思いやりの心を育む」の回答率は減少したものの，４割となりました。 

＜課題＞ 

子どもの人権を守るためには，複雑化，多様化する子どもが抱える問題の背景をしっか

りと捉え，子どもを一人の人間として尊重し，社会全体が一体となって解決に取り組むこ

とが大切です。 

いじめは，いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危

険を生じさせるおそれがあります。 

＜施策の方向性＞ 

新潟市では，一人ひとりの子どもがすこやかに成長できる社会の実現を目的に２０１５

（平成２７）年に「新潟市子ども・子育て支援事業計画（新・すこやか未来応援プラン）」

を策定しました。妊娠から出産・子育てまで，切れ目ない支援に取り組みます。２０１８

（平成３０）年には，「新潟市子どもの貧困対策推進計画（子どもの未来応援プラン）」を

策定しました。すべての子どもたちが，生まれ育った環境に左右されることなく，未来に

夢と希望をもって健やかに成長し，将来，豊かな人間関係のもとで自立した生活が営める

よう，地域全体で子どもと家庭を見守り支える社会の実現を目指します。 

また，子どもの人権を侵害し，心身の成長及び人格形成に重大な影響を与える児童虐待

については，児童虐待防止推進月間の「オレンジリボンキャンペーン」をはじめ，市民へ

の広報啓発を行うほか，児童虐待防止ネットワークの強化を図り，子どもを取り巻く全て

の人々と連携した支援体制のもとで発生予防・早期発見・早期対応に努めます。 

いじめについては，「いじめ防止対策推進法」，「いじめの防止等のための基本的な方

針」に基づくいじめの防止，いじめの早期発見，いじめへの対処のための対策を総合的か
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つ組織的に推進するための「新潟市いじめの防止等のための基本的な方針」を内容の充実

を図り，実効性をより高めるため，２０１７（平成２９）年に見直しを行いました。また，

２０１８（平成３０）年には，「いじめ・不登校の初期対応ガイドブック」を作成し，市

内全教職員に配付し，初期対応の充実を図りました。いじめは，どの児童生徒にも起こり

うる，深刻な人権侵害であることを認識し，児童生徒が互いに認め合い，支え合い，高め

合う人間関係を築くことができるよう，学校，保護者，地域が互いに信頼関係を構築し，

それぞれの役割を自覚して，いじめのない社会の実現に向けて取り組みます。 

また，「新潟市いじめＳＯＳ」などの電話相談体制の整備や，「スクールカウンセラー（※

１１）」の全中学校配置，学校における生徒指導体制や教育相談体制の整備を図るとともに，

関係者や関係機関が連携して対応できるように，各中学校区単位で連絡協議会の開催を実

施しています。不審者から子どもを守る活動の推進については「子ども見守り隊」をはじ

めとした保護者や地域住民との連携，警察及びスクールガードリーダーや関係機関との連

携，不審者情報のメール配信などを進め，より迅速・正確な連絡体制の確立に努めます。 

さらに，子どもや家庭が抱える背景が多様化・複雑化するなか，児童虐待などにより家

庭での適切な養育を受けられない子どもが増加しており，社会全体で公的責任をもって養

育し，保護する必要があることから，より家庭的な養育環境において安定した愛着関係を

育み，親子関係の再構築に向けた支援を行うため，里親等の家庭的養育を優先するととも

に，施設養育においては小規模化・地域分散化・高機能化を進めるなど，社会的養護の充

実を目指します。 

 

 
子どもに対する人権侵害だと思うこと【今回調査】 
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３ 高齢者 

＜現状＞ 

今後，団塊の世代が高齢者となりさらなる高齢化の進展に伴い，介護などの福祉サービ

スを必要とする高齢者が更に増加することが予想されることから，今後も一層の高齢者施

策を推進するとともに，一人ひとりの人権が尊重され，高齢者も差別を受けることなくい

きいきと自立した生活を営み，お互いに支え合って暮らせる社会の実現を目指して取り組

みを推進していくことが求められています。 

新潟市では，介護保険制度が施行された２０００（平成１２）年より「新潟市高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画」を３年ごとに改訂し，高齢者が,住み慣れた地域で健康

で生きがいを持ち，いつまでもいきいきとした生活ができるよう，支えあいによる生活支

援や疾病・介護予防を推進するとともに，介護サービス基盤の整備・充実を図り，自分ら

しく安心して暮らせる健康長寿のまちを目指してきました。 

介護保険制度が施行され，「措置から契約へ」と高齢者が自らの選択に基づき，利用者

本位のサービスが提供される方式に転換されましたが，サービス提供の場では，介護を必

要とする高齢な利用者とサービス提供者が必ずしも対等な立場にないケースも想定され，

サービス利用者側の権利が軽視・無視されることも懸念されました。 

また，高齢化の進展が一層深刻化するにつれ，高齢者が必要な介護を受けることができ

ないことや，家庭や施設内で暴力や心理的被害・経済的被害をうけるなどの高齢者虐待が
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子ども同士の暴力、仲間はずれ、無視などのいじめ

(インターネット上の書き込みを含む)をすること

親・同居者が虐待・ネグレクト(無視・放置)する

こと

いじめをしている人や、いじめられている人を

見て見ぬふりをすること

大人が、子どもの意見を無視したり、

大人の考えを押しつけること

親・同居者のしつけでの体罰

教師が、体罰や不快な言動を発すること

性的犯罪の被害者になること

児童買春、児童ポルノなど

校則などによる規制

特にない

わからない

不明

ｎ=1437

※「ｎ=」は回答者数 
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社会問題化しています。高齢者への虐待は発生するケースに複雑な家庭事情なども絡むこ

とが多いために表面化しづらく，これまで家庭や施設内の問題として見過ごされてきまし

た。 

このような中，２００６（平成１８）年には，高齢者の尊厳の保持にとって，高齢者に

対する虐待を防止することが極めて重要であることから「高齢者虐待の防止，高齢者の養

護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」が制定され，虐待の防止や虐待

を受けた高齢者の保護，養護者に対する支援について定められ，高齢者虐待に対応できる

体制の整備が進められています。新潟市においても，２００７（平成１９）年度に「新潟

市高齢者虐待防止マニュアル」を策定し，２０１２（平成２４）年度，２０１９（令和元）

年度にそれぞれ内容や報告様式などを改訂し，より適切な対応ができるよう周知・体制づ

くりの整備を進めています。 

平成３０年調査では，「高齢者に対する人権侵害だと思うこと」に対し，「経済的自立が

困難」，「悪徳商法や特殊詐欺の被害者が多いこと」の回答がそれぞれ４割となっていま

す。また，平成２５年調査に比べ回答率は減少したものの，「働ける場所や能力を発揮す

る機会が少ない」，「邪魔者扱いされたり，暴言，暴力を振るわれる」の回答がそれぞれ３

割となっています。また，「高齢者の人権を守るために必要なこと」に対し，平成２５年

調査と同様に「自立して生活できる環境」の回答が５割を超え，「相談・支援体制の充実」

の回答が４割となっています。 

＜課題＞ 

経済的自立を図るため，年を重ねても働ける場所や能力を発揮できる環境の確保が求め

られています。また，高齢者を様々な消費者被害から守るため，さら更なる相談・支援体

制の充実が求められています。 

＜施策の方向性＞ 

高齢者が年齢により差別されることなく，働ける場所が確保され，かつ能力が発揮でき，

経済的に自立できる社会の実現を目指します。 

また，ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増えることにより，高齢者の孤独死

や自殺，高齢者の３つの大きな不安である「健康」，「お金」，「孤独」をきっかけとし

た消費者トラブルが増加していることから，今後も高齢者世代同士も含めたすべての世代

が支えあい，高齢者自身も自らの人権を認識し自立した生活が継続できるよう，豊かな長

寿社会の実現を目指します。 

さらに，高齢者の人権を尊重し，虐待などの人権侵害を未然に防ぐためには，行政だけ

でなく介護・福祉サービス事業者等や市民と関係機関が相互連携した早期発見・対応が重

要であり，人権意識がさらに根づくよう関係者への研修の充実や相談体制の整備・連携の

強化に努めていきます。 

 

 高齢者に対する人権侵害だと思うこと【今回調査】 
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※「ｎ=」は回答者数 

 

４ 障がい者 

＜現状＞ 

障がい者に関する法制度は大きく変化しており，障がい者の人権及び基本的自由の享有

を確保し，障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とした「障害者の権利に関

する条約（障害者権利条約）」が２００６（平成１８）年に国連総会において採択されて

から，国は条約を締結するため，労働・教育・福祉など様々な国内法の整備を行いました。 

 ２０１１（平成２３）年には「障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関

する法律（障害者虐待防止法）」の制定，「障害者基本法」の改正があり，２０１２（平成

２４）年には「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障

害者優先調達推進法）」と「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（制定時は「障害者自立支援法」，２０１２（平成１４）年改正で「障害者総合支援法」）」

が制定され，「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別

支援教育の推進（報告）」がまとめられました。 

また，２０１３（平成２５）年には「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用

促進法）」が改正されるとともに，「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障

害者差別解消法）」が制定されました。 
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と
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高齢者に対して劣悪な処遇や虐待をすること

高齢者の意見や行動を尊重しないこと

その他

特にない

わからない

ｎ=1448
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さらに，２０１８（平成３０）年には「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

（障害者文化芸術推進法）」が施行され，障がい者が個性や能力を発揮し，社会に積極的

に参加できる機会の創出に向けた動きが盛んになっています。 

新潟市では，２００７（平成１９）年に「新潟市障がい者計画」，２０１２（平成２４）

年に「第２次新潟市障がい者計画」，２０１５（平成２７）年に「第３次新潟市障がい者

計画」を策定し，さらに２０１６（平成２８）年には「共生条例」を施行し、障がいの有

無にかかわらず，全ての市民が互いに人格と個性を尊重し合いながら，安心して暮らすこ

とのできる共生社会を目指して障がい者施策を推進しています。 

平成３０年調査では，「日本の社会には，人権に関わる課題がいろいろありますが，あ

なたは，どの人権に関心がありますか」に対し，平成２５年調査と同様に「障がい者に対

する人権」との回答が５割を超え，市民の関心の高さがあらわれています。また，「障が

い者に対する人権侵害だと思うこと」に対し，平成２５年調査と同様に「働ける場所や機

会が少なく不利益な条件も多い」，「理解が不十分である」の回答が５割を超えています。

また，「障がい者の人権を守るために必要なこと」に対しては，平成２５年調査と同様に

「相談・支援体制の充実」，「就業機会の確保」の回答がいずれも４割近くとなっています。

障がい者への就労支援と，理解・促進に係る部分について課題があると考える方が多いこ

とが分かりました。 

 

＜課題＞ 

 共生条例が施行後３年経過しましたが，市内で行った街頭アンケートによれば，その認

知度は２８．４％と低く，認知度の向上が喫緊の課題となっています。共生条例の趣旨等

を知らないことは，共生条例が禁止している障がいを理由とした不利益な取り扱いや合理

的配慮を行わない差別を認識できない可能性があります。また、差別相談専門窓口による

早期のアプローチが行えず，事態が深刻化する可能性もあります。そうした事態を防ぐた

めに，共生条例の趣旨や内容，障がい者差別相談の専門窓口の存在について，一人でも多

くの市民の方から知っていただく必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

我が国が「障害者権利条約」を批准し，障がい者の権利に関する各種の法整備により，

障がいを理由とする差別の解消などが進んでいますが，社会全体の課題として共生社会づ

くりに取り組んでいく必要があります。市内４ケ所に設けた基幹相談支援センターと連携

して差別解消に向けて取り組むと同時に，障がい福祉に従来関わりのなかった市民に対す

る理解・促進事業も積極的に推進していきます。 

就業機会の確保や雇用の促進については，障がい者就労施設等からの物品等の調達の推

進を図るための市の方針に基づき，障がい者就労施設等からの受注機会及び民間企業にお

ける雇用や就職機会の拡大を図ります。 

また，障がい者就業支援センターにおいて，就労を希望する障がいのある人の相談から
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就職後の定着支援まで一貫した支援を実施し，雇用率の向上を目指します。 

今後も「障害者権利条約」や「共生条例」の趣旨に鑑み，障がいのある人の人格及び人

権が尊重され，社会的障壁のない「共に生きる社会」の実現を目指し，施策の充実に努め

ます。 
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※「ｎ=」は回答者数 

 

５ 同和問題 

＜現状＞ 

同和問題は，日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により，一部の人々が長い

間，経済的，社会的，文化的に低い状態におかれ，今でも結婚や就職等日常生活の上でさ

まざまな差別を受けている人権上の重大な差別問題です。１９６５（昭和４０）年の「同

和対策審議会」において，同和問題の早急な解決は国の責務であり国民的課題であるとさ

れ，１９６９（昭和４４）年の「同和対策事業特別措置法」以来，同和対策の特別措置法

が２００２（平成１４）年３月末に失効するまでの３３年間，同和問題解決に向けた取り

組みが全国で実施されました。２０１６（平成２８）年には，部落差別は許されないもの

であるとの認識のもと，部落差別のない社会の実現を目的とした「部落差別の解消の推進

に関する法律（部落差別解消推進法）」が施行され，地方公共団体は地域の実情に応じた

施策の実施に努めることとされました。 
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障がい者に対する人権侵害だと思うこと【今回調査】 
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しかし，「被差別部落」に対する偏見や差別意識は根強いものがあり，１９７５（昭和

５０）年以降，全国の同和地区の所在地や戸数，主な職業などが記載されている「部落地

名総鑑」が企業や興信所などに売買され，就職者や婚約者の身元調査に使用され大きな社

会問題になりました。 

また，２００５（平成１７）年以降，行政書士や司法書士による戸籍謄本などの不正取

得が発覚し，部落差別の身元調査に使われた可能性が大きな社会問題になり，新潟市でも

こうした戸籍謄本などの請求があることが見つかりました。この後，戸籍謄本などの不正

取得を抑止することを目的とした本人通知制度が全国に広がり，新潟市も，２０１８（平

成３０）年より同制度を導入しています。 

新潟市では，１９８５（昭和６０）年に市立高校で教師の部落差別を助長する発言があ

ったとして問題になり，これを新潟市における同和対策の遅れを示す事件ととらえ，市教

育委員会は教職員の同和教育研修などに努めてきました。 

市郷土資料館で開催した１９８９（平成元）年の「新潟の歴史を語る資料１００選展」，

１９９１（平成３）年の「昔の新潟を語る地図・写真展」で被差別地区の特定につながる

古絵図を何の説明を加えないままで展示し，さらに新潟市のパンフレットなどにも何度も

この古絵図を利用していました。このことは同和問題に関する市民への啓発活動がされて

いない状況にあっては，差別の拡散や助長につながることから，同和問題に対する認識が

不足していたとして「新潟市同和対策基本方針」を定め「同和対策連絡調整会議」を設置

しました。また，本計画に基づく人権教育・啓発施策を推進するため，２００９（平成２

１）年に全庁的に組織する「新潟市人権教育・啓発庁内推進会議」を設置しました。しか

し，同年に「奨学金募集要項申請書」の中に人権に配慮を欠く記載欄があったため，募集

要項を訂正のうえ配布済み関係書類の差し替えと回収を行い，併せて，全庁の申請書類の

確認を行いました。今後も継続して確認を続け，不必要な記載欄をなくすように努めます。 

また，２０１１(平成２３)年に，市立学校長を会長とする「新潟市同和教育研究協議会」

が結成されました。この会と連携・協働して，部落差別をはじめとするあらゆる差別をな

くし，真に人権尊重の社会を実現するために，同和教育に関する研修，啓発及び実践を推

進します。 

平成３０年調査では，「日本の社会には，人権に関わる課題がいろいろありますが，あ

なたは，どの人権に関心がありますか」に対し，平成２５年調査と同様に，「同和地区（被

差別部落）出身者に対する人権」との回答が１割と市民の関心が低く，２０１６（平成２

８）年度に施行された「部落差別解消推進法」に対する認知度も「名前だけ知っている」

を入れても３割と低い結果でした。一方，第三者による身元調査については９割近くが「す

べきでない」とし，「日ごろ，親しく付き合っている人が同和地区の人であることがわか

った場合」についても９割の人が「これまでと同じように付き合う」と回答しています。

また，「同和問題を解決するために必要なこと」に対し，平成２５年調査と同様に「市民

一人ひとりが正しい理解を深めるように努力する」の回答が５割近く，「学校や地域にお
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ける同和教育」の回答が４割あり，引き続き人権教育・同和教育の推進が必要です。「同

和問題を知ったきっかけ」に対し，学校の授業で教わった割合は１０歳代，２０歳代の若

い年代で高い数値を示しており，学校同和教育が同和問題を知る大きなきっかけになって

いることがうかがわれ，今後とも学校での同和教育の重要性を示しています。 

＜課題＞ 

同和問題については，「寝た子を起こすな」という考え方が根強くありますが，同和問

題の解決には，こうした認識の解消が必要であり，そのためには厳しい差別の現実に深く

学び，そこから被差別者の痛みや悲しみを共有し「差別を許さない」とする共感と連帯の

輪をこれからも広げていく必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

同和問題に関する誤った認識や偏見をなくすためには，市民の同和問題に対する正しい

理解と認識を深めることが何より重要なことから，市職員や教職員への研修の充実に努め

るとともに，人権に関わる関係機関や関係団体等と連携・協働して人権教育・啓発に取り

組み，市民の人権意識啓発に努め，人権問題や同和問題に対する職員の意識向上を図りま

す。 
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６ 外国籍市民等 

＜現状＞ 

国際化が進展する中，新潟市には５，８３０人（２０１９(令和元)年５月末日現在）の

外国籍市民が暮らしており，全人口に占める構成比は約０．７％となっています。また，
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日本社会における同和問題の認知【今回調査】 

新潟県内における同和問題の認知【今回調査】 

同和問題で人権上問題だと思うこと【今回調査】 

※「ｎ=」は回答者数であり，回答者は同和問題を「知っている」の回答者が対象 
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日本国籍であっても，両親のいずれかが外国籍である子や海外からの帰国者，日本国籍取

得者など，外国につながりがある多様な文化的背景を持つ人々が暮らしています。 

国では，人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外

国人の受け入れを図るための「改正出入国管理及び難民認定法（改正入管法）」が平成３

１年から施行され，新たな外国人材受入れに伴う生活者としての外国人の支援が図られて

います。また，外国人材受け入れを拡大する新制度の開始に伴い，「日本語教育の推進に

関する法律（日本語教育推進法）」制定され，国や自治体には，国内で暮らす外国人らへ

の日本語教育を推進することが責務とされました。 

また，２０１６（平成２８）年には「ヘイトスピーチ解消法」が施行され，日本に居住

している外国出身者やその子孫に対する差別意識を助長・誘発し，地域社会から排除する

ことを扇動するような言動の解消を目的としています。 

新潟市では，日本語教室や医療通訳体制の支援，災害時の外国人支援体制の整備や留学

生と地域との交流に関する事業について重点的に取り組んでいます。 

 平成３０年調査では，「外国籍市民等に対する人権侵害だと思うこと」に対し，平成２

５年調査と同様に「外国語で対応できる行政相談窓口や病院・施設が少ないこと」，「働け

る場所や能力を発揮する機会が少ないこと」，「生活に必要な情報の提供や説明が不十分で

あること」の回答がそれぞれ３割近くを占めました「外国籍市民等の人権を守るために必

要なこと」に対しては，「相談の場を増やす」の回答が４割となっています。「相互理解と

交流を深める」の回答は３割ありますが，平成２５年調査，平成１８年調査よりも急速に

減っています。「ヘイトスピーチ解消法」についての認知度は，「内容をよく知っている」

と「ある程度内容を知っている」で１割となっています。 

＜課題＞ 

 外国につながりがある多様な文化的背景を持つ市民の中には，言葉や文化，生活習慣の

違いなどから，生活に不便をきたしたり，行政サービスを受ける機会を逃すケースが見受

けられたり，近隣や地域の人とのふれあいや理解を深める機会が少なく，社会の中で孤立

する場合があります。 

 「ヘイトスピーチ解消法」の認知度を高める必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

 国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的違いを認め合い，対等な関係を築こうと

しながら，地域社会の構成員として共に生きていく「多文化共生社会」 の実現に向け，（公

財）新潟市国際交流協会や民間団体との連携のもと，文化や生活習慣の違いを理解する国

際理解事業を通じて，多様な文化に対する市民の理解を広げるとともに，やさしい日本語

や外国語による情報提供，相談体制の充実，日本語講座の開催などを実施し，困難な状況

に直面している人々への支援を図り，外国籍市民等が地域社会の一員として安心して暮ら

せるまちづくりを目指します。 

 また，機会をとらえて「ヘイトスピーチ解消法」の認知度を高めるよう市民啓発に取り
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組みます。 

 

 

※「ｎ=」は回答者数 

 

７ ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等 

 （１） ＨＩＶ感染者等 

＜現状＞ 

医療技術の進歩や医療体制の整備が進んでいる一方で，さまざまな病気に関し正しい知

識と理解が十分に普及しているとはいえません。特にＨＩＶ（※１３）／エイズやハンセン

病（※１４）に対する正しい知識や理解が不足していることから，患者や元患者，感染者，

家族等への偏見や差別は依然として残っています。 

ＨＩＶは，感染力が非常に弱く，感染しても，すぐにエイズを発症するわけではありま

せん。また，早期発見と治療をすることで，エイズの発症を遅らせたり，治療効果を高め

たりすることが可能となっています。 

世界レベルでエイズのまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を目的に，

世界保健機関（ＷＨＯ）が世界エイズデーを制定し，世界各国でエイズに関する啓発活動

を行っています。 

我が国の新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告数は２００８（平成２０）年をピークに年

間約１，５００件前後で横ばいに推移しています。社会全体で総合的なエイズ対策を実施
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していくため，エイズ予防指針に基づき効果的な普及啓発や発生動向調査の強化などを推

進しています。 

エイズ患者・感染者・家族等に対する偏見や差別の解消のため，世界エイズデー関連行

事，学校等での健康教育や保健所で実施している無料匿名のエイズ相談・検査等を通じて，

人権に配慮した正しい知識の普及・啓発活動の推進を図っています。 

平成３０年調査では，「ＨＩＶ感染者等に対する人権侵害だと思うこと」に対し，「わか

らない」が４割と最も多く，平成２５年調査に比べても回答率が増えました。また，「Ｈ

ＩＶ感染者等の人権を守るために必要なこと」に対し，回答率は減少したものの，「医療

体制やカウンセリング体制の充実」，「正しい知識を義務教育の中でも教育する」との回答

が４割を超えています。 

＜課題＞ 

エイズ患者・感染者・家族等への差別や偏見を解消するため，さまざまな機会を捉え，

今後も正しい知識の普及と啓発を継続して行う必要があります。 

＜施策の方向性＞ 

今後ともＨＩＶ感染者などに対する偏見や差別の解消のため世界エイズデー関連行事，

中学・高校等の健康教育や保健所で実施している無料匿名のエイズ相談・検査等，さまざ

まな機会を通じて人権に配慮した正しい知識の普及・啓発活動の推進を図ります。 
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 （２） ハンセン病患者等 

＜現状＞ 

ハンセン病は，病原性の弱い「らい菌」による感染症であり，万一，発病しても適切な

治療で完治することができます。しかし，過去には恐ろしい病気として，患者を強制隔離

するという政策が行われたこともありました。この従前の政策などが元患者に対する偏見

や差別を招き，誤った認識がなかなか改められませんでした。２００３（平成１５）年に

は熊本の温泉ホテルが「他の利用客に迷惑がかかる」としてハンセン病元患者の宿泊を拒

否する差別問題がおきるなど，今なお社会に存在する偏見や差別意識がハンセン病元患者

に苦痛や苦難を与え，社会復帰を妨げる原因となっています。 

＜施策の方向性＞ 

元患者に対する偏見や差別の解消のため，ハンセン病に対する正しい知識と理解が得ら

れるよう啓発に努めます。 

 

８ 新潟水俣病被害者 

＜現状＞ 

新潟水俣病は，阿賀野川への工場排水に含まれていたメチル水銀が川魚の体内に濃縮蓄

積され ，それを流域の住民が食べ，体内に取り込まれたことによって起きた公害です。 

この新潟水俣病は，流域住民に健康被害をもたらしただけでなく，被害者やその家族に

対し，病気を理由とした偏見や差別を生み，地域社会にも深刻な問題をもたらしました。 

２０１３（平成２５）年，熊本市及び水俣市で約１４０か国が出席した外交会議及びそ

28.3

24.0

19.1

17.9

17.2

8.3

0.6

8.8

41.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

就職の際や職場において、不利な扱いをする…

差別的な発言や行動をすること

病院での治療や入院を断ること

結婚を断ったり、周囲が結婚を反対したりす…

HIV感染者等のプライバシーが守られていな…

無断でエイズ検査等をすること

その他

特にない

わからない

ｎ=1427



20/3/27 8 時 19 分 

42 
 

の準備会合が開催され，「水銀に関する水俣条約」が全会一致で採択，２０１７（平成２

９）年に発効しました。それに伴い，我が国は水俣病の教訓・経験・対策等を引き続き世

界に発信するとともに，地域再生に取り組む現在の水俣の姿を内外にアピールし，環境を

てこにした地域づくりの取り組みを一層支援していくことを表明しています。 

他方，１９９５（平成７）年の未認定者救済の政治解決や２００９（平成２１）年の「水

俣病被害者救済特別措置法」による救済策など国の解決策が行われたものの十分な解決に

至らず，新潟水俣病公式確認から５０年以上経た今日でも健康被害の訴えは続いており，

水俣病の認定申請や裁判が提起されるなど現在も大きな社会問題となっています。 

新潟市では，新潟水俣病患者（※１５）の方々が安心して暮らすことのできる地域社会の

実現のため，認定患者や手帳所持者への家庭訪問，申請者医療救済事業，市民講座，地域

の環境学習支援事業，職員研修など，健康面・精神面での支援や経済的支援及び新潟水俣

病に対する正しい理解の促進に取り組んでいます。 

平成３０年調査では，「新潟水俣病被害者等に関して人権侵害だと思うこと」に対し，「偏

見を持たれること」の回答が４割，「十分に救済されていないこと」の回答が３割あり，

いずれも平成２５年調査に比べ回答率が減少し，逆に「わからない」の回答率が増加し３

割となっています。また，「新潟水俣病被害者等の人権を守るために必要なこと」に対し，

「相談できる体制を整備する」の回答が４割，「教育・啓発広報活動を推進する」の回答

が３割半ば，「生活費や治療費を援助する」の回答が３割といずれも平成２５年調査に比

べ回答率が減少する一方，「わからない」の回答率が増加し２割半ばとなっています。調

査からは，誤った情報が重大な人権侵害につながった新潟水俣病の教訓が十分に活かされ

ているとは，まだまだ言いがたい状況です。 

＜課題＞ 

平成３０年調査では，いずれの調査項目においても「わからない」の回答率が，以前の

調査に比べて最も増えており，他の回答は総じて減少傾向を示しています。これは新潟水

俣病に係る教育・啓発活動について「わからない」というだけでなく，同病そのものが「わ

からない」という可能性も考えられるため，今後もより多くの人に水俣病について理解を

してもらう機会を作り, 差別や偏見をなくしていく取り組みを継続していくことが重要

です。 

＜施策の方向性＞ 

新潟市では，新潟県・関係市町・関係団体と連携し，新潟水俣病の教訓を活かし，これ

からも人権が尊重される社会の実現に向け，教育・啓発活動などをさらに推進していきま

す。 
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９ 北朝鮮当局による拉致被害者 

＜現状＞ 

国連人権理事会では１２年連続，国連総会では１４年連続で北朝鮮人権状況決議が採択

されており，北朝鮮に対して，拉致問題を含む，全ての人権侵害を終わらせる手段を早急

に取ることを求めています。 

 国連安全保障理事会においては，２０１４（平成２６）年，人権状況を含む北朝鮮の状

況が包括的に議論されて以降，「北朝鮮の状況」に関する国連安保理会合が４年連続で開

催されています。また，日本・アメリカ・韓国・中国・ロシア・北朝鮮の六者会合におい

て，２００５（平成１７）年に採択された共同声明において，拉致問題を含めた諸懸案事

項を解決することを基礎とした，国交を正常化するための措置をとることが，目標の一つ

として位置付けられました。 

北朝鮮による日本人拉致は犯罪行為であり，かつ国家による許されない人権侵害である

ことから，国において２００６（平成１８）年に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権

侵害問題への対処に関する法律（北朝鮮人権法）」が制定されました。 

２０１３（平成２５）年１月，日本政府は，拉致問題に関する対応を協議し，同問題の

解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するため，全ての国務大臣からなる新たな

「拉致問題対策本部」を設置しました。 

新潟市では，県や関係機関と連携した啓発事業等（県民集会，巡回パネル展，映画「め

ぐみ」の上映会など）を年間通じて実施しています。 
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平成３０年調査では，「日本の社会には，人権に関わる課題がいろいろありますが，あ

なたは，どの人権に関心がありますか」に対し，「拉致被害者とその家族に対する人権問

題」との回答が３割近くとなっています。年代別では，若い年代で関心が低く，年代が高

くなるに連れて関心が高くなっています。自由意見では早期解決を望む声が多く，その他

の意見としては，「国民主導の取り組みが必要」，「拉致被害者やその家族に対する，協力・

支援が必要」などが寄せられています。 

＜課題＞ 

２０１７（平成２９）年４月には北朝鮮の担当大使による政府間合意そのものを破棄し

た旨の発言があるなど，拉致問題の解決がさらに遠ざかるのではないかと強く懸念されま

す。被害者家族の高齢化は一刻の猶予もなく，２０１９（平成３１）年２月には拉致被害

者家族会と救う会は，初めて朝鮮労働党委員長あてに「全拉致被害者の即時一時帰国を決

断してほしい」とする共同メッセージを発信したが，未だ帰国は実現していません。 

 時間が経つにつれ，市民，特に若年層の関心が低くなり，拉致問題が風化してしまうお

それも懸念されます。 

＜施策の方向性＞ 

この問題は国家間の問題ですが，新潟市は拉致問題解決のため国の施策推進に協力する

とともに，あらゆる機会を通じ市民啓発に努めるとともに，早期解決を訴えるなど，今後

も全面解決に向け取り組んでいきます。同時に，北朝鮮当局による国家の犯罪であること

から，市内の韓国・朝鮮籍市民がいわれなき差別や排斥を受けることのないよう配慮が必

要です。また，拉致被害者が帰国した際に，本人や家族を地域全体で受け入れ，支えなが

ら，安心して暮らせる環境づくりが必要です。 

 

１０ インターネットによる人権侵害 

＜現状＞ 

インターネットの普及によりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で，その

匿名性を悪用し，他人への中傷や侮蔑，無責任なうわさ，特定の個人のプライバシー情報

の無断掲載，差別的な書き込み，インターネット上のいじめなど，人権やプライバシーの

侵害に関わる問題が生じています。特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動や部落

差別等の同和問題に関して差別を助長するような内容の書き込みがされることもありま

す。近年では，スマートフォンやツイッター（Twitter），ライン（LINE）などのＳＮＳ（ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス）利用者の拡大に伴い，人権やプライバシーの侵

害に関わる問題がより身近になってきており，インターネットを利用する市民一人ひとり

の人権意識を高めていく必要があります。 

そのため，２０００（平成１２）年以降，「不正アクセス行為の禁止に関する法律（不

正アクセス禁止法）」，「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」，「青少年が安全に安心してインターネット
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を利用できる環境の整備等に関する法律（青少年インターネット環境整備法）」などさま

ざまな法律が整備され，法務局や警察による相談や防止のための取り組みが行われていま

す。しかし，いったんインターネットに流れた誹謗中傷や悪意により公開された個人情報

などは，これを完全に削除・中断することや情報発信者の特定は難しく，有効な問題解決

手段は見つかっていません。 

平成３０年調査では，「日本の社会には，人権に関わる課題がいろいろありますが，あ

なたは，どの人権に関心がありますか」に対し，平成２５年調査同様，「インターネット

上のもの」との回答率が４割と高く，特に１０歳代で６割，２０・３０・４０歳代で５割

と，若い世代を中心に関心が高い結果となっています。「インターネットの利用に関して

人権上問題と思うこと」に対しては，「差別的表現など人権を侵害する情報掲載」が７割，

「子ども同士の中傷書き込みや仲間はずれをする場になっている」が６割，「犯罪を誘発

する場となっている」が４割の回答でした。また，「人権侵害を防ぐために必要なこと」

に対しては，「違法な情報発信者に対する監視や取り締まり強化」，「情報の提供停止や削

除などに関する法的規制の強化」がそれぞれ６割の回答となりました。 

＜施策の方向＞ 

これからも表現の自由やプライバシー（※１８），個人の名誉などに関して正しく理解を深

めてもらい，インターネットから発信する内容について自己責任において正しく使っても

らうため人権教育・啓発を推進するとともに，人権侵害の事実を確認した場合または相談

を受けた場合は，法務局や警察などへの通報・相談を促すなど，関係機関との連携に努め

ます。また学校においては，コンピューターやインターネットを中心に情報活用能力の育

成とともに，情報モラルの向上を目指した教育の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ｎ=」は回答者数 
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ｎ=1431図29 インターネットの利用に関して人権上問題だと思うこと

インターネットの利用に関して人権上問題だと思うこと【今回調査】 
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１１ ＬＧＢＴ等性的マイノリティ（※１９，※２０）） 

＜現状＞ 

 近年，ＬＧＢＴ（※２１）などの性的マイノリティについてはマスコミで多く取り上げら

れ、人権問題として広く認知されるようになってきました。 

恋愛・性愛対象となる性別（性的指向）が同性に向かう同性愛や両方の性別に向かう両

性愛、からだの性（生物学的な性）とこころの性（性自認）に違和感を持つ人（トランス

ジェンダー）に対する理解は十分ではないため，偏見や差別を恐れ、生きづらさを抱えて

います。 

国連おいては，国連人権高等弁務官事務所を中心に、同性愛者や性同一性障害者に対す

る暴力と差別の問題に関する認識を高め，世界各地でＬＧＢＴの人々の権利尊重をさらに

推進するための広報キャンペーンを行っています。 

法務省は，「主な人権課題」として掲げる１７項目の中に「性的指向」，「性同一性障害

者」の２項目があり，同省の人権擁護機関では，これらの人々の人権擁護を図るため，啓

発活動や相談，調査救済活動に取り組んでいます。 

 新潟市では，性的マイノリティ支援事業として講演会の開催などによる市民への啓発，

電話相談による当事者やご家族などへの支援を行っています。また、市職員向けにも研修

を行い、理解を深めています。 

平成３０年調査において新たに設問を設け，初めて市民意識調査を行いました。「ＬＧ

ＢＴ等性的少数者の人権守るために必要なこと」に対し，「学校現場における理解の促進」

の回答の割合が最も高く，３割半ばとなっています。次いで「職場における理解の促進」，

「相談・支援体制の充実」が３割，「わからない」，「法令の制定や制度の見直し」，「啓発・

広報活動の推進」の回答が２割台となっています。 

＜課題＞ 

性的マイノリティについては，まだ社会において正しい認識が十分でないため，当事者

やその家族が，周囲の人々の誤解や無理解によって差別を受けたり，何気ない言葉や態度

に傷つけられたりしています。  

また，当事者やその家族が，性的マイノリティに関する正しい知識や相談窓口などの情

報を得る機会が少ないことにより，性のあり方について悩み，誰にも相談できない状況に

あります。 

＜施策の方向性＞ 

性的マイノリティに関する正しい認識を広げ，当事者やその家族が差別や偏見を受ける

ことなく，誰もがその人らしさを尊重される社会づくりを進める必要があります。 

 

１２ さまざまな人権問題 

（ホームレス） 

 さまざまな理由で公園や路上，架橋の下などで日常生活を営んでいるホームレスは，自
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立の意思や就労意欲がありながら失業状態にある人や，病気などにより医療や福祉などの

支援を必要としている人もいます。 

ホームレス自立支援施策については，２００２（平成１４）年施行の「ホームレスの自

立の支援等に関する特別措置法」に基づき，国において基本方針が策定され，国及び地方

公共団体においては，当該目標に関する総合的又は地域の実情に応じた施策の策定及び実

施が責務とされ，総合的に施策が講じられています。 

また，生活保護受給者以外の生活困窮者に対する，いわゆる「第２のセーフティネット」

の充実・強化を図ることを目的として，「生活困窮者自立支援法」が２０１５（平成２７）

年から施行されています。 

新潟市では，「生活困窮者自立支援法」に基づき，失業・病気・人間関係など様々な理

由で困りごとを抱え，経済的に困窮している方に対して，状況に応じた支援を行っていま

す。自立に向けた人的な支援が中心となっている制度で，この中の一時生活支援事業によ

り，ホームレス支援に継続的に取り組んでいます。 

ホームレスは，怠け者や落伍者であるとの偏見や差別意識により，嫌がらせや暴行を受

ける事件が発生していることから，ホームレスの早期発見と自立に向けた適切な支援を行

うためにはその偏見や差別意識が解消するよう啓発活動を推進することが必要です。 

 

（犯罪被害者など） 

 犯罪被害者とその家族などは，生命や財産を奪われる，傷害を負わされるという被害に

加え，周囲の人の無理解や配慮に欠けた言動，不特定な他者からの偏見や誹謗中傷，報道

機関の過剰取材等により，精神的苦痛，心身の変調，経済的損失等の二次被害に苦しめら

れる場合もあります。 

 そのため，「すべて犯罪被害者等は，個人の尊厳が重んぜられ，その尊厳にふさわしい

処遇を保障される権利を有する」として，２００４（平成１６）年に「犯罪被害者等基本

法」が制定されました。 

犯罪被害者などが受けた被害の回復及び軽減が図られるためには，地域社会において配

慮され，尊重され，支えられることが必要です。 

 

（刑を終えて出所した人） 

 刑を終えて出所した人やその家族に対しては根強い偏見があり，社会復帰の基礎となる

住居の確保や就職などで，さまざまな差別的な扱いを受けている場合もあります。 

 ２０１６（平成２８）年に「再犯の防止等の推進に関する法律（再犯防止推進法）」の

成立を受け，国，地方公共団体，民間の連携をさらに進めるため，国は再犯防止推進計画

を策定しました。 

新潟市では，保護司会の運営する「更生保護サポートセンター」の開設や，「社会を明

るくする運動」に協力してきました。 
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刑を終えて出所した人の社会復帰には，本人の強い更生意欲が必要なことはもちろんで

すが，地域社会があたたかく迎え入れる土壌づくりが必要です。 

関係機関と連携し，また国で主催する「社会を明るくする運動」への協力を図りながら，

刑を終えて出所した人が適切に処遇されることにより再犯を防ぎ，自立し更生することを

助けることで，個人と公共の福祉を増進するという更生保護思想の普及に努めます。 

 

（個人情報） 

行政や企業が保有している大量の個人情報の流出，個人情報の不正取得，インターネッ

ト掲示板への個人情報の書き込み，公共物への落書きなど人権侵害につながる個人情報の

問題が発生しています。また，２０１３（平成２５）年に，社会保障・税番号制度等を規

定した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が制

定され，マイナンバーの利活用が推進されていることから，今後ますます個人情報の取扱

いに慎重さが求められます。 

 個人情報の流出が人権侵害につながることを職員自らが自覚するとともに，個人情報の

適正な取扱いについて市民に理解を深めてもらうことが必要です。 

 

（職業差別） 

 技術の進展や生活形態の変化に伴い新たな産業が生まれ，また昔ながらの職業も分業化

が進むなど，職業の多様化が進んでいます。 

これらの職業に貴賎はないのですが，宗教的・歴史的な理由による偏見から特定の職業

への社会的評価が低く，これらの職業への差別が根強く残っています。職業に区別なく働

く一人ひとりの人権が等しく尊重され，偏見や差別を生み出さない社会づくりが必要です。 

機会を捉え，関係機関と連携して，企業の公正な採用選考に向け周知・啓発を図ります。 

 

（その他） 

そのほか,国の「人権教育・啓発に関する基本計画」や新潟県の「人権教育・啓発推進

基本指針」で取り上げている「アイヌの人々」などさまざまな人権問題や「人身取引（ト

ラフィッキング）」，「東日本大震災に起因する人権侵害」など新たに取り上げられている

人権問題についても「すべての人の人権を尊重する」という視点に立ち人権教育・啓発を

行います。  
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第 6 章 総合的かつ効果的な計画推進に向けて 

 

１ 庁内推進体制の充実 

 本計画に基づく人権教育・啓発施策を推進するため，全庁的に組織する「新潟市人権教

育・啓発庁内推進会議（以下「庁内推進会議」という。）」の充実を図りながら，各部署で

行われている計画・施策が人権尊重の視点から取り組まれるよう調整を行い，人権が尊重

される社会の実現に努めます。 

 また，新たな人権問題や複数の部署に関係する人権問題などに対して，迅速かつ適切に

対応できるよう，庁内の協力・連携を進めます。 

 

２ 関係機関や民間団体等との連携・協働 

 すべての人の人権が尊重される社会を実現するには，市の人権にかかる施策だけでは限

界があることから，市民一人ひとりの理解と協力とともに，関係機関や関係団体との連

携・協働が必要です。 

新潟地方法務局，新潟人権擁護委員協議会，新津人権擁護委員協議会，新潟県人権啓発

活動ネットワーク協議会（新潟県・新潟地方法務局・新潟県人権擁護委員連合会と本市で

構成）と協働し，効率的かつ有効な啓発活動を進めるとともに，全国の政令指定都市や県

内の市町村とのネットワークを活用し情報交換を行い，連携を進めます。 

 当事者団体や支援団体とは，意見や要望を聞いて人権相談・救済について連携を強化す

るほか，講演会・講習会の講師依頼や情報交換，課題の把握など連携・協働を進めます。

企業等へは，国・県など関係機関と連携しながら，人権教育・啓発の取り組みを働きかけ

るとともに，研修教材や情報提供などの支援を行い，効果的な教育・啓発が進められるよ

う連携に努めます。 

 

３ 計画の評価 

本計画に基づく人権教育・啓発の施策や事業の進捗状況は，各部署で自己評価し，庁内

推進会議及び外部の委員で構成する外部委員会等で検証したうえ，その施策や個別事業は

市のホームページに掲載し積極的な情報公開を行い，市民からの意見や要望を聞きながら

改善に努めます。 

また，本計画は，定期的に人権に関する市民意識調査を実施し，「人権が守られている」

及び「人権に関する関心」の回答が高まっているか注視しながら，総合的に検討・評価し

ます。 
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主 な 用 語 の 解 説 

 

（※１）国際連合（国連） 

１９４５年１０月２４日，２０世紀前半に二度にわたって悲惨な世界大戦を経験した反省

を踏まえ，国際平和を維持する目的をもって設立された政府間国際組織。 

（※２）人権条約 

人権の保護と促進を目的に国連が中心となって採択した人権に関する条約。日本は「自由

権規約」，「社会権規約」，「女性差別撤廃条約」，「児童の権利に関する条約（子どもの権利条

約）」，「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」，「人種差別撤廃条約」，「拷問等禁止

条約」等の条約の締約国である。 

（※３）ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

「ドメスティック・バイオレンス」には明確な定義はないが，一般的には「配偶者や恋人

など親密な関係にある，またはあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味で

使用されている。「夫・パートナーからの暴力」と呼ばれることもある。ドメスティック・

バイオレンスは一般に異性パートナー間で起きる男性から女性への暴力と考えられがちだ

が，男性が被害者となることや同性パートナー間にも存在することが指摘されている。 

（※４）スキル，スキルアップ 

スキルは物事を行うための能力，技能。スキルアップはそれを向上させること。 

（※５）ジェンダー 

人間には生まれついての生物学的性別（セックス）がある一方，社会通念や慣習の中には，

社会や文化によって作り上げられた「男性像」，「女性像」があり，このような男性，女性の

別を「社会的性別」（ジェンダー）という。「社会的性別」は，それ自体に良い，悪いの価値

を含むものではない。 

（※６）リーガル・リテラシー 

法を理解し，使いこなす力。権利の主体として法律や制度について知り，使いこなす能力。 

（※７）ＮＧＯ 

非政府組織。当初は援助・環境・開発・人権等の分野で国際的に活動する非政府間の組織

を意味していた。しかし，現在では国・自治体・企業以外の国内で活動する民間団体もこの

ように呼ばれている。 

（※８）ＮＰＯ 

民間非営利組織。営利を目的としない国際的・国内的組織で，活動分野は広範。NGO は民

間団体の非政府性（政府からの独立性）に着目し，ＮＰＯはその非営利性を重視する用語で

ある。 

（※９）オンブズパーソン 

スウェーデン語のオンブズマン（代理人，代弁者）と英語のパーソン（人）をもとにした

造語。行政機関に対する市民による苦情処理などを行うことを職務とする人。 
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（※１０）ネグレクト 

親など保護者が子どもに対して養育を拒否したり放置するなど，適切な世話をしないこと。

食事を満足に与えない，病気などで医者に見せない，長期間入浴させないなど，現れ方はさ

まざまである。児童虐待防止法では，「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食

又は長時間の放置，･･･その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」（第２条三号）と

規定している。 

（※１１）スクールカウンセラー 

いじめや登校拒否など学校の教育相談体制の充実のため，１９９５（平成７年）年より文

部省が小・中・高校に配置した臨床心理士などの専門相談員。心の専門家として児童・生徒

の相談，カウンセリングを行っている。 

（※１２）セーフティ・スタッフ 

小中学校区ごとに学区内の保護者・住民のボランティアで構成し，登下校時を中心とした

パトロールや子どもへの声かけなどを行うことで，子どもを狙った犯罪防止を図っている組

織。 

（※１３）ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス） 

人の免疫細胞を破壊し，免疫力を低下させるウイルス。ＨＩＶに感染してもすぐに発症す

ることはなく，潜伏期間を経て，症状があらわれた時点でエイズの発症と診断される。 

（※１４）ハンセン病 

ノルウェーのハンセン博士によって発見されたらい菌という細菌によって引き起こされ

る感染症。らい菌に感染しただけでは発病する可能性は極めて低く，発病しても現在では治

療方法が確立している。また，遺伝病でないことも判明している。 

（※１５）新潟水俣病患者 

新潟県の新潟水俣病地域福祉推進条例において，「新潟水俣病患者」とは，新潟水俣病の

原因であるメチル水銀が蓄積した阿賀野川の魚介類を摂取したことにより通常のレベルを

超えるメチル水銀にばく露した者であって水俣病の症状を有する者と定義されている。（公

害健康被害の補償等に関する法律による認定患者も水俣病総合対策の手帳を持っている方

や新潟水俣病福祉手当を受給されている方も新潟水俣病患者とされている。） 

（※１６）メールマガジン・メーリングリスト 

メールマガジンは電子メールを使ってとどけられる雑誌。登録したメールアドレスに送ら

れる。メーリングリストは電子メールの同報通信機能を活用した電子メールサービス。グル

ープのメンバー全員を一つのメールアドレスに登録し，そのアドレスにメールが届くと，メ

ンバー全員に同報送信される。 

（※１７）ヘイトスピーチ 

一般的に「増悪に基づく発言」を意味し，外見上の特徴，国籍，人種，民族，出生，性別，

職業，思想，宗教などの違いを理由に，暴力，暴言，誹謗中傷，差別発言や書き込みなどを

行い，差別をあおったり，侮辱したりする行為。 
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（※１８）プライバシー 

 個人の日常生活や社会行動について，他人の干渉を許さない各個人の私生活上における自

由。 

（※１９）マイノリティ 

該当する人びとが持つ特徴が否定的にみなされ，社会的に不平等に扱われ，また自らこの

ような境遇にあることを自覚している人びとの集団。 

（※２０）性的マイノリティ 

性的指向や性自認におけるマイノリティのこと。同性愛者，両性愛者，性同一性障害者，

半陰陽者などを指す。 

（※２１）ＬＧＢＴ 

    Ｌ（ﾚｽﾞﾋﾞｱﾝ）女性を恋愛や性愛の対象としている女性  

    Ｇ（ｹﾞｲ）男性を恋愛や性愛の対象としている男性  

    Ｂ（ﾊﾞｲｾｸｼｭｱﾙ）同性も異性も恋愛や性愛の対象としている人  

    Ｔ（ﾄﾗﾝｽｼﾞｪﾝﾀﾞｰ）生れた時の法的・社会的な性別と異なる性別を生きる人，生きた

いと望む人  

（※２２）性同一性障害者 

生物学的には完全に正常であり，しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっ

きり認知していながら，その半面で，人格的には自分が別の性に属していると確信している

状態。 
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